
 

 

様式第三号の二（第四条の二関係） 

６４ 

                                           
（A４）                             

２ １ ０ 

宅 地建 物取引業 者免 許証書換 え交 付申請書                         

 
宅地建物取引業者免許証の記載事項に下記のとおり変更を生じましたので、宅地建物取引業法施行規則

第４条の２の規定により、宅地建物取引業者免許証の書換え交付を申請します。 

 

   令和 元年１０月５日 
 

 

       地方整備局長 

北海道開発局長   殿 

新潟県知事 

 

 

 申請者 商号又は名称         株式会社 建築住宅不動産 

 郵 便 番 号         （９５０―８５７０） 

 主たる事務所の         新潟市中央区新光町４－１ 

 所 在 地        

 氏 名         代表取締役  新潟 太郎      

（法人にあっては、代表者の氏名）                                                                                                              

  電 話 番 号         （０２５）２８５－５５１１ 

 ﾌ ｧ ｸ ｼ ﾐ ﾘ 番 号         （０２５）２８５－０６２４ 

 

受 付 番 号       受 付 年 月 日           申請時の免許証番号                                        

               １ ５ （ ４ ）   ６ ７ ８ ９ 

 

変 更 に 係 る 事 項          変 更 後          変 更 前          変 更 年 月 日          

（ フ リ ガ ナ ）          

商 号 又 は 名 称          
   

（ フ リ ガ ナ ）          

代 表 者 氏 名          

ニイガタ   タロウ 

新 潟  太 郎 

エチゴ    ジロウ 

越 後  次 郎 
R１．１０．１ 

主 た る 事 務 所          

の 所 在 地          

   

 

＊

＊ 

＊ 

確認欄 

＊

＊ 



様式第三号の三（第四条の三関係） 

６５ 

                                                      （A４） 

 ２ ２ ０ 

宅地建物取引業者免許証再交付申請書                     

 
 宅地建物取引業法施行規則第４条の３の規定により、下記のとおり宅地建物取引業者免許証の再交付を申請します。 

 

        令和 元年１０月５日 
 

 

地方整備局長 

北海道開発局長     殿 

新潟県知事 

 

  申請者 商号又は名称         株式会社 建築住宅不動産 

 郵 便 番 号         （９５０－８５７０） 

 主たる事務所の         新潟市中央区新光町４－１ 

 所 在 地        

 氏 名         代表取締役  越後 次郎          

（法人にあっては、代表者の氏名）                                                                                                                            

  電 話 番 号         （０２５）２８５－５５１１ 

 ﾌ ｧ ｸ ｼ ﾐ ﾘ 番号         （０２５）２８５－０６２４ 

 

受 付 番 号            受 付 年 月 日              申請時の免許証番号                                        

               １ ５  （ ４ ）   ６ ７ ８ ９ 

 

（ フ リ ガ ナ ）           

商 号 又 は 名 称           

カブシキガイシャ  ケンチクジュウタクフドウサン 

株式会社    建築住宅不動産 

（ フ リ ガ ナ ）           

代 表 者 氏 名           

エチゴ    ジロウ 

越 後  次 郎 

主 た る 事 務 所           

の 所 在 地           
新潟市中央区新光町４－１ 

再交付を申請する理由 

 １．亡 夫     ２．滅 失     ○3 ．汚 損     ４．破 損 

事務所改装時に汚損したため 

＊

＊ 

＊ 

＊ 

 確認欄 



６６ 

※ 国土交通省手続業務一貫処理システム（ eMLIT）による申請による場合はシステム画面に沿って入力及び免許証の郵送を行う。 

【宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書】 

 

・ この申請には、免許証を添付する。  

 

・ 変更のあった事項のみ記入する。  

 

 

 

※ 国土交通省手続業務一貫処理システム（ eMLIT）による申請による場合はシステム画面に沿って入力及び必要に応じて免許証の郵送

を行う。  

【宅地建物取引業者免許証再交付申請書】 

 

・ 汚損又は破損を理由に申請する場合は、その汚損又は破損した免許証を添付

する。 

 

・ 亡失を理由に申請する場合は、下記の書面を添付する。  

 

Ａ ４ 

 

 

誓  約  書  

 

 

このたび、宅地建物取引業者免許証を亡失しましたので、再交付を申請し

ますが、亡失した免許証を発見した場合は直ちに提出することを誓約します。 

 

 

 

  年  月  日      

商号               

氏名              

 

 

新潟県知事 様  

 

 

 



６７ 

様式第三号の五（第五条の五関係） 

                                                       （A４）                             

２ ７ ０ 

廃  業  等  届  出  書 
 

 

宅地建物取引業法第 11条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

 

                                          令和 元年１０月５日 

 

 

  地方整備局長 

北海道開発局長 

     

 

      殿 

新 潟 県 知 事 

  

 届出者  住  所  新潟市中央区新光町４－１ 

 

            氏  名  株式会社 建築住宅不動産 

代表取締役  越後 次郎          

 

 

 受 付 番 号                 受 付 年 月 日                   届出時の免許証番号                                        

               １ ５ （ ４ ）   ６ ７ ８ ９ 

 

届 出 の 理 由 

１．死 亡   ２．合併による消滅   ３．破産手続開始の決定   

 

４．解 散   ○5 ．廃 止 

商 号 又 は 名 称 株式会社 建築住宅不動産 

氏 名 

（ 法 人 に あ っ て は 

代 表 者 の 氏 名 ）           

越 後 次 郎 

主たる事務所の所在地 新潟市中央区新光町４－１ 

届出事由の生じた日 令和 元年１０月１日 

宅地建物取引業者と 

届 出 人 と の 関 係 
 １．相続人  ２．元代表役員  ３．破産管財人  ４．清算人  ○5 ．本 人 

＊

＊ 

＊ 

確認欄 

＊ 



６８ 

※ 国土交通省手続業務一貫処理システム（ eMLIT）による申請による場合はシステム画面に沿って入力及び免許証の送付を行う。  

【廃業等届出書】 

 

・ 宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合におい

ては、当該各号に掲げる者は、その日（第一号の場合にあっては、その事実を

知った日）から３０日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都

道府県知事に届け出なければならない。（業法第１１条）  

・ この届出書には、免許証を添付する。免許証を紛失した場合は、６６ページ

の誓約書を添付する。 

・ 免許を個人から法人に切り換えるために廃業する場合、届出書の届出日及び

届出事由の生じた日は空欄とし、法人の免許申請と同時に提出する。  

※ 免許証は、廃業等届出書の提出時には添付せずに、法人の免許が下りた際  

法人の免許証と交換となる。  

 

 チェックポイント  

・ 届出事由の生じた日が、届出日より未来の日付になっているものは不可（事

後届なので、届出日より届出事由の生じた日が後に来ることはありえない）。 

 

 

 

届 出 事 由  届 出 義 務 者  免許の失効日  

①宅地建物取引業者が死亡した場合  その相続人  相続人が死亡事実を知

った日 

②法人が合併により消滅した場合  その法人を代表する役員であ

った者 

合併により消滅した日  

③宅地建物取引業者について破産

手続開始の決定があった場合  

その破産管財人  

地域機関受付日  

（廃業等の日≠失効日） 

④法人が合併及び破産手続開始の

決定以外の理由により解散した

場合 

その清算人  

⑤宅地建物取引業を廃止した場合  宅地建物取引業者であった個

人又は宅地建物取引業者であ

った法人を代表する役員  



６９ 

様式第七号の六（第十五条の五関係） 

                                                         （A４）                             

４ １ ０ 

営業保証金供託済届出書 
 

                                              令和 元年１０月５日 

 

  地方整備局長 

北 海 道 開 発 局 長  殿 

新 潟 県 知 事 

 

                                             

         届出者      商 号 又 は 名 称          株式会社 建築住宅不動産 

郵 便 番 号         （９５０― ８５７０） 

主たる事務所の          新潟市中央区新光町４－１ 

所     在     地 

氏            名    代表取締役  新潟 太郎         

（法人にあつては、代表者の氏名）                                          

電 話 番 号          （０２５）２８５－５５１１ 

ファクシミリ番号  （０２５）２８５－０６２４ 

 

下記のとおり、宅地建物取引業に係る営業保証金を供託しましたので、

供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して届け出ます。 

受  付  番  号  受  付  年  月  日              届出時の免許証番号 

               １ ５ （４ )   ６ ７ ８ ９ 

 

   供託の原因 

２ 

１．新規免許の取得（法第 25条）     ２．事務所の新設（法第 26条） 

３．不足額の発生（法第 28条）       ４．保管替え等（法第 29条） 

５．宅地建物取引業保証協会の社員の地位の喪失（法第 64条の 15） 

６．変換（差し替え） 

供 託 番 号               供 託 年 月 日           供      託      所 

R ０ １ 年度 
１.金 

○2 .証 
第 

    
３ ０ ０ 号 令和 元年 ９月１５日 

新潟地方 法務局  支局   

出張所 

 金 銭 の 場 合 の 供 託 額 （ 円 ）           

 有 価 証 券 の 場 合 の 供 託 額 額面     5 , 0 0 0 , 0 0 0 円 

 有価証券の場合の営業保証金に充当される額（円）    ５ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

変換の場合には、

変換前の供託物

に関する事項 

供 託 番 号               供  託  年  月  日 

   年度 1.金 2.証 第         号              年          月          日 

   年度 1.金 2.証 第         号              年          月          日 

   年度 1.金 2.証 第         号              年          月          日 

 

今回の供託に係

る事務所に関す

る事項 

名           称 所           在            地 

 

長 岡 支 店 

 

新潟県長岡市川崎町字前田２７１１－１ 

 
 

 

＊ ＊ 

確認欄 

＊ 



７０ 

様式第十二号（第十九条関係） 

                                                              （A４）                             

届       出       書   

 
        宅地建物取引業法第 50条第２項の規定により、下記の場所について、下記の事項を届け出ます。 

 

 

                                             令和 元年１０月５日 

 

 

地方整備局長 

 殿 北海道開発局長 

新潟県知事 

 

 

商号又は名称   株式会社 建築住宅不動産 

 

免許証番号   国土交通大臣（４）第６７８９号 

         新潟県知事                                                

 

代表者氏名   代表取締役  越後 次郎       

 

 

１

所

在

地 

届出の対象となる案内所、

展示会等の場所 

名  称 グリーンヒルズ巻現地案内所 

所在地 新潟市西蒲区赤縮１２８５－１ 電話番号０２５６－７２―６２９０                  

２ 

    

業 

 

務 

 

の 

 

内 

 

容 

業  務  の  種  別 
   

(1)  売  買       (2) 交  換       (3) 代  理       (4) 媒  介 

業  務  の  態  様 
   

(1) 契約の締結          (2) 契約の申込みの受理 

取り扱う

宅地建物

の内容等 

売主である宅地建物取引業

者の商号又は名称等 

（商号又は名称） 
国土交通大臣 

（５） 第６７８９号 

株式会社 建築住宅不動産 新潟県知事 

物 

件 

の 

種 

類 

等 

名            称 グリーンヒルズ巻 

所 在 地         新潟市西蒲区赤縮１２８５－１ 

宅            地 区画    敷地面積の合計                     ㎡ 

戸 建 住 宅         戸    延べ面積の合計                     ㎡ 

区 分 所 有 建 物         ９ ０  戸    延べ面積の合計    ９，０００  ㎡ 

３業務を行う期間 令和 元年１０月１９日   から   令和 ２年１０月１８日  まで 

４専任の宅地建物

取引士に関する

事項 

氏              名 登   録   番   号 

今 井  大 輔 新潟 第３０３２１号 

 



７１ 

※ 国土交通省手続業務一貫処理システム（ eMLIT）による申請による場合はシステム画面に沿って入力及び必要書類の添付を行う。 

【営業保証金供託済届出書】  

・ この届出書には、供託書の写しを添付する。  

 

※ 国土交通省手続業務一貫処理システム（ eMLIT）による申請による場合はシステム画面に沿って入力及び必要書類の添付を行う。  

【届出書（法第５０条第２項の届出書）】 

 ・ この届出書には、案内所、物件所在地等の案内図を添付する。  

 

 チェックポイント  

・ 業務を行う開始日の１１日以上前の届出でなければならない。    

・ 専任の宅地建物取引士が、他の事務所の専任の宅地建物取引士となってい  

 ないことを確認する。 

  ・ 「業務を行う期間」が 1 年を超えるものは不可。  

 


